
 

 

 

宇治市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 

の一部を改正する条例を制定するについて 

 

１．宇治市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例とは 

宇治市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（以下｢建築条例｣）

は、建築基準法第 68 条の 2 第 1 項の規定に基づき、地区計画区域内において、

建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画区域の内容

として定められたものを、条例でこれらに関する制限として定めているもので

す。 

 

２．建築条例を改正する理由 

  国道 24 号沿道安田町地区地区計画（以下「安田町地区計画」）が設定されたこ

とにより、当該地区における建築物の制限を建築条例に規定します。 

  また、安田町地区計画は市街化調整区域内に設定されるため、畜舎等の建築等

及び利用の特例に関する法律（以下「畜舎特例法」）に基づく認定畜舎等に対す

る措置を講じます。（地区計画は、畜舎特例法に基づく認定審査の関係規定では

ないため） 

※ 安田町地区計画： 資料１  参照、畜舎特例法：資料２  参照 

 

３．建築条例改正の概要  

⑴ 安田町地区計画に定める建築物の制限内容等を規定 

① 安田町地区の追加（条例別表１関係） 

② 安田町地区計画に定める建築物の制限の追加（条例別表２関係） 

⑵ 畜舎特例法に基づく認定畜舎等に対する措置 

・ 畜舎特例法を根拠規定とする改正（条例第１条関係） 

 ⑶  罰則規定の改正 

① 敷地面積の最低限度(第５条第１項)の規定に違反した場合の罰則対象者を

建築主から設計者又は工事施工者に変更（条例第１２条第１項第１号・第３号） 

② 畜舎特例法と建築条例の二重罰則を適用しないための措置（条例第１２条

第１項本文）  

※  新旧対照表 参照 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 

建 設 ・ 水 道 常 任 委 員 会 資 料 

都 市 整 備 部 建 築 指 導 課 

歴史まちづくり推進課 
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４．改正後の建築条例による効果 

・地区計画に定める建築物制限を建築確認申請の審査対象に追加。（認定畜

舎等を除く。） 

追加 ・建築条例に定める建築物の制限について畜舎等を認定する際の基準に付加  

 

５．地区計画区域内における違反措置の例 

 ⑴  畜舎特例法に基づかない条例の場合  現  行 

畜舎特例法による認定       畜舎特例法による罰則規定 

 ⑵  畜舎特例法に基づく条例とする場合  改正案 

畜舎特例法による認定不可     建築条例による罰則規定 

建築基準法による命令等 

          

６．条例作成までの経過 

⑴ 都市計画審議会付議（令和 5 年 11 月 20 日）、都市計画決定（令和 6年 1月 19 日） 

⑵ 建設・水道常任委員会に報告（令和 5 年 11 月 20 日）  

 ⑶  罰則規定について京都地方検察庁より異論ない旨回答受理（令和 5 年 12 月 25 日）  

 

７．施行期日 

  公布の日から施行 

 

８．その他 

宇治市屋外広告物条例施行規則の改正 

  安田町地区計画が設定されたことにより、宇治市屋外広告物条例施行規則の

改正を行います。安田町地区計画区域の一部は、同施行規則において屋外広告

物の掲出を禁止する区域(※１)となっていますことから、地区計画の都市計画

決定に合わせ、地区整備計画区域を禁止区域から除外するものです。 

  なお、施行日については建築条例の公布の日と同日とします。 

 ※１ 一般国道２４号の区域及び当該道路の区域から２００ｍ以内の区域（ただ  

し、市街化区域を除く。） 

※   屋外広告物掲出禁止区域：資料３  参照 
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京阪 

宇治駅 

三室戸駅 

黄檗駅 

黄檗駅 

木幡駅 

木幡駅 

六地蔵駅 
ＪＲ 

宇治西ＩＣ 
京滋バイパス 

巨掠ＩＣ 
京滋バイパス 

京滋バイパス 

宇治東ＩＣ 

隠元橋 

№30-3 号 

小倉駅 

宇治駅 

東隼上り地区 

地区整備計画区域 

宇治橋 

２
 

石 橋 地 区 

地区整備計画区域 

建築条例対象区域位置図 

大久保駅 

新田駅 

ＪＲ小倉駅 

宇治市役所 

伊勢田駅 

Ｎ 

安 田 町 地 区 

地区整備計画区域 

（対象区域） 
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資料１ 
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議案第 75 号  

 

宇治都市計画地区計画（国道 24 号沿道安田町地区）  

の決定について  

 

 

宇治都市計画地区計画（国道 24 号沿道安田町地区）を、次のと

おり決定するものとする。  

 

 

令和 5 年 11 月 20 日提出 

 

                  宇治市長 松村 淳子  
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総 括 図 S:1/10,000 

 

国道 24 号沿道安田町地区地区計画 
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宇治都市計画地区計画（国道 24 号沿道安田町地区） 

（宇治市決定） 

 

計 画 書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

宇 治 市 
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理 由 書 

 

宇治市安田町地区は、宇治市の中心部から約 3.5km 西部に位置しており、国道 24 号

に接し、京滋バイパスや新名神高速道路、第二京阪道路の IC に近接するなど、交通の

利便性を活かした土地利用が期待できる地区です。 

本地区は現在、市街化調整区域に指定されていますが、宇治市都市計画マスタープラ

ンにおいて、活力ある都市を目指すため、新たな「産業立地検討エリア」に位置付けて

います。 

本地区計画は、計画的かつ適正な土地利用を行うため、周辺の営農環境との調整・連

携を図るなど、周辺環境及び景観に配慮しつつ、ものづくりや物流関連産業を主体とし

た良好な操業環境を有する工業及び流通業の集積地の形成と維持を図るため、地区計画

を定め、ものづくり産業の用途に供する区域について地区整備計画を定めるものである。 
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宇治都市計画地区計画の決定（宇治市決定） 

都市計画国道 24号沿道安田町地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 国道 24 号沿道安田町地区地区計画 

位  置 宇治市安田町鵜飼田及び五反坪の一部並びに伊勢田町西遊田の一部 

面  積 約 20.9ha 

地区計画の目標 

本地区は、宇治市の中心部から約 3.5km 西部に位置しており、周囲を農

地に囲まれた地区であるが、国道 24 号に接し、京滋バイパスや新名神高

速道路、第二京阪道路の IC に近接するなど、交通の利便性を活かした土

地利用が見込まれる地区である。 

また、宇治市都市計画マスタープランにおいて、活力ある都市を目指す

ための新たな「産業立地検討エリア」に位置付けている。 

本地区計画では、前述の立地条件を活かし、建築物等の制限を定め、周

辺の営農環境との調整・連携を図りつつ、ものづくりや物流関連産業を主

体とした良好な操業環境を有する、工業及び流通業の集積地の形成と維持

を図ることを目標とする。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針 

土地利用の 

方針 

国道 24 号に接し、京滋バイパスや新名神高速道路、第二京阪道路の IC

に近接している交通の利便性を活かし、工業及び流通業を主体とした企業

の立地による良好な事業用地の形成を図る。 

地区施設の 

整備の方針 

１ 地区内への自動車交通を円滑に処理するとともに、歩行者の安全を確

保するため、区画道路を適切に配置する。 

２ 雨水を適切に排出し、本地区やその周辺への浸水防止を図るため、公

園内に雨水貯留浸透施設を配置する。 

建築物等の 

整備の方針 

良好な地区環境を形成し、保持するため、建築物の用途の制限、建築物

の高さの最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建

築物の形態意匠の制限、かき又はさくの構造の制限について必要な基準を

設ける。 

そのほか、人的又は経済的被害のリスクの軽減を図るため、災害への対

策を講じるものとする。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の 

配置及び規模 

区画道路 1：幅員 17.75ｍ、延長約 280ｍ 

区画道路 2：幅員 12.0ｍ～15.0ｍ、延長約 360ｍ 

区画道路 3：幅員 9.5ｍ、延長約 550ｍ 

区画道路 4：幅員 9.0ｍ、延長約 70ｍ 

区画道路 5：幅員 9.0～13.0ｍ、延長約 380ｍ 

公共空地（歩道等）：幅員 4.0ｍ、延長約 40ｍ 

公園：2箇所①面積約 8,400 ㎡ 

②面積約 1,000 ㎡ 
雨水貯留浸透施設 貯留量約 20,000 ㎥ 
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地
区
整
備
計
画 

地区整備計画 

の区域の面積 
約 9.9ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の用途

の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

1 統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 2 条第 9 項に規定する統計基準で

ある日本標準産業分類の大分類 E製造業に属する工場、事務所、研究開発

施設又は倉庫の用途に供する建築物。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に

規定する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他これらに類す

る施設の用途に供する建築物 

イ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号）第

2条第 6項に規定する再資源化をする施設その他これに類する施設の用

途に供する建築物 

 

2 前号の建築物に附属するもの 

建築物の高さ

の最高限度 
建築物の高さは、その最高限度を 20ｍとする。 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

1,000 ㎡ 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、 

1ｍ以上とする。 

ただし、次に掲げる用に供する附属建築物のうち、地階を除く階数が 

一のものについては、この限りではない。 

1 バス停留所の上屋 

2 守衛所 

3 自動車車庫 

4 自転車置場 

5 物置 

6 東屋 

7 通路で外壁を有しないもの 

8 門又は塀 

建築物の形態

意匠の制限 
建築物の形態・意匠・色彩は景観計画（景観法（平成 16 年法律第 110

号）第 8条第 1項に規定する景観計画）に基づいたものとする。 

かき又はさく

の構造の制限 

 区画道路に面してかき又はさく（門柱及び意匠上これに付随する部分を

除く。）を設ける場合は、生垣又はフェンス等とし、ブロック塀等は設置

してはならない。ただし、法令等で定めのある場合は除くものとする。 

備 

考 

 

「区域、地区整備計画の区域は、計画図表示のとおり」 
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令和 5 年 11 月 20 日 

令和 6 年 1 月 19 日 
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【Ⅱ】建築条例の改正予定について 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

地区計画の策定 

都市計画の決定により、建築行為等を行う場合、市への届出が必要 

建築条例の改正 

 建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、垣または柵の構造の制

限については建築条例（建築基準法 68 条の 2 第 1 項）を改正 

建築確認申請と連携 
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資料２ 

14



 
15



 

図．畜舎建築物に対する畜舎特例法と建築基準法の取扱い 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地 区計 画  

区  域  

ま ちづ くり 上  

望 まし くな い畜舎 建築物  

が 建築 され る！  

従来の建築条例の

ままでは････ 

市 街 化 区 域  

都 市 計 画 区 域  

 

都 市 計 画 区 域 外  

認 定 対 象 区 域  

・ 建 築 基 準 法 令

を 適 用  

 

措置  畜舎特例法と関連する条例を定める。 

効果  地区計画に定める建築物制限が、畜舎計画に対する畜舎特例法に基づく認定審査

の項目となるため、地区計画に基づくまちづくりを誘導することができる。 

地 区計 画に 定める 建築物 制限

を 適用 する ための 措置  

認定対象区域外 

認 定 さ れ た 場 合  

・ 建 築 基 準 法 令 は

適 用 除 外  

・ 従 来 の 建 築 条 例

も 適 用 除 外  
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